
桜まつり 
❐ 日 時 ３月３０日（土）１０時〜１６時（雨天決行） 
❐ 場 所 調公園ふるさと亭前 

         ✿ 模擬店・・団子、赤飯、飲み物 他 
❐ 主 催 調自治協力会 
❐ 問合せ 調自治協力会事務所（ふるさと亭内） 

電話 822－0582（水・金の１０時〜１７時） 
 

認知症サポーター養成講座 
 

認知症について正しく理解し、声かけやちょっとした手助けができる 

「地域の応援者」になりませんか︖ 

◆ 日 時 ３月１４日（木）１４時〜１６時 
◆ 場 所 岸町公民館 ３階 大会議室 
◆ 対 象 どなたでも 
◆ 費 用 無料 
◆ 申込み 不要、直接お越しください。 
◆ 定 員 ６０人（先着順） 

 
◆ 主催・問合せ 岸・神明地区社会福祉協議会 

電話 832－2940（平日 １０時〜１６時） 

 
～公民館だよりによせて～ 

〈民生委員・児童委員について〉 
民生委員・児童委員（以下、民生委員と称します）は「民生委員法」に

基づき選任、活動しています。身分は非常勤特別職の地方公務員、任期は
３年間と規定されています。 

当地区では岸・神明地区民生委員児童委員協議会が組織され、岸町１〜
７丁目、神明１,２丁目の浦和区内地域を活動範囲とし、概ね４００世帯を
目安に地区割りをし、それぞれに民生委員１名を配置し活動しています。
定員は、民生委員１６名、主任児童委員２名としています。民生委員の役
割は、主に担当地区住民の困りごと相談、社会福祉サービスを適切に利用
するための情報を提供することです。主任児童委員は児童福祉に関するこ
とを専門的に担当します。 

民生委員は地区社会福祉協議会（岸・神明地区社会福祉協議会）と密接
に連携して、その事業、活動を支援しています。 

現在は民生委員が１名欠員で１５名、主任児童委員２名で活動していま
すが、欠員地区を周辺地区担当者が補完しており、負担が増えています。 

これから高齢者増加などで社会福祉活動はさらに重要度を増していきま
す。一方で活動内容が住民の皆様に正しく理解されず、担い手候補者が少
なくなると住民サービスの提供に支障をきたすことも予想されています。
社会福祉協議会共々、住民の皆様のご協力をお願いする次第です。 
 

岸・神明地区民生委員児童委員協議会 
会長 林 佑二 

岸・神明ふれあいサロン 

毎月一回地域の皆様の交流の場です。 

◆ 日 時 ３月２５日（月）１４時〜１５時 ※受付 １３時３０分〜 
◆ 内 容 健康体操・イベント 
◆ 場 所 岸町公民館 ３階 大会議室 
◆ 対 象 おおむね６０歳以上の方 
◆ 費 用 無料      
◆ 申込み 不要、直接お越しください。 
◆ 定 員 ５０人（先着順・定員になり次第、お断りする場合があります） 

福祉のご相談も受け付けています。(シニアサポートセンター担当） 
  ※マスクの着用にご協力をお願いします。 
  ※発熱、咳、倦怠感等の風邪症状のある方は参加をご遠慮ください。 
◆ 主催・問合せ 岸・神明地区社会福祉協議会   

電話 832－2940（平日 １０時〜１６時） 

今月は浦和第一女子高校の 
生徒さんによる箏演奏です♪ 

 


